
実地調査で不適合があった場合は
是正要求

書類審査

実地調査

判定委員会

認証の合意

認証

申請書・関係書類の作成，講習会受講※

JAS認証のための申告書提出
申請書下書きを認証機関の事務局員が受領前確認を行います。すべての書類が整っ
てから，次の書類審査に進みます。講習会は認証取得までに受講いただければ結構
ですが，早めに受講いただくと申請書の作成がスムーズです。
※一般社団法人日本農林規格協会主催の講習会を指定しています。日程が合わない場合はご相談ください。

審査員による書類審査を行います。終了後に実地調査に進みます。

現地に伺い，調査を行います。書類と合致しない点があれば書類を再提出いただき
ます。

不適合事項が確認された場合は是正いただき，再審査を行います。内容により，実
地調査を伴う場合があります。

審査員とは別のメンバーで構成された判定委員会で認証の可否の判定を行います。

認証機関の責任及び認証事業者が遵守すべき事項について，合意書の締結を行いま
す。

認証証書を交付します。

JAS認証の流れ
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JAS認証お問合せシートでのご連絡

認証申請書の下書きを提出する前に，この申告書を提出してください。
法律により認証を受けることができない事業者ではないことを確認します。


